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国
会
議
員
の
定
数
削
減
の
実
現
に
向
け
た
安
倍
首
相
の
今
後
の
取
り
組
み
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
倍
首
相
は
、
二
〇
一
二
年
十
一
月
十
四
日
に
自
民
党
総
裁
と
し
て
、
党
首
討
論
に
臨
み
、
当
時
の
野
田
佳
彦
首
相
と
、
消

費
税
率
引
き
上
げ
と
引
き
換
え
に
国
会
議
員
の
定
数
削
減
に
取
り
組
む
こ
と
を
約
束
し
、
二
〇
一
三
年
の
通
常
国
会
ま
で
に
結

論
を
出
す
と
国
民
に
約
束
し
、
同
月
十
六
日
に
衆
議
院
が
解
散
と
な
り
、
政
権
交
代
が
実
現
す
る
運
び
と
な
っ
た
。

右
と
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
七
第
一
三
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

当
方
が
、
過
去
の
質
問
主
意
書
で
、
党
首
討
論
で
の
発
言
は
、
国
民
へ
の
約
束
と
し
、
定
数
削
減
を
国
民
に
約
束
し
た
以

上
、
安
倍
首
相
自
ら
定
数
削
減
に
向
け
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
考
え
が
あ
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
お
尋
ね
に
つ

い
て
は
、
議
会
政
治
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
、
各
党
各
会
派
に
お
い
て
御
議
論
い
た
だ
く
べ
き

事
柄
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
を
な
し
て
い
る
。
安
倍
首
相
は
本
年
九
月
十
四
日
に
国
会
内
で
開
い
た
自
民
党
役
員
会

で
、
「
賛
否
は
と
も
か
く
、
議
論
が
つ
く
さ
れ
れ
ば
採
決
す
る
の
が
民
主
主
義
の
ル
ー
ル
だ
」
と
述
べ
、
今
国
会
の
重
要
法

案
で
あ
る
安
全
保
障
関
連
法
案
の
週
内
の
成
立
を
強
調
し
、
首
相
自
ら
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
る
。
二
年
半
前
に

国
会
の
場
で
国
民
に
対
し
約
束
し
た
定
数
削
減
に
お
い
て
も
、
安
全
保
障
関
連
法
案
と
同
様
に
、
安
倍
首
相
自
ら
定
数
削
減

に
向
け
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、
党
首
討
論
で
示
し
た
意
向
を
実
行
す
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
安
倍
首
相
の
考
え
如

一



何
。

右
質
問
す
る
。

二


